
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案

今回基準値の設定を行う水質汚濁に係る農薬登録保留基準の案は次のとおりです（農

薬登録保留基準については参考１を参照）。

○ 平成18年８月３日以降に登録申請された農薬に適用される基準

農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件（昭和46年３月農林省告示第346号）第４号の規定

に基づき、水質汚濁に係る農薬登録保留基準（平成20年７月環境省告示第60

号）を改正し、下表の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度につ

いて同表の基準値を新たに設定します。なお、新たに設定する基準値は当該基

準値を定める告示の公布の日から適用することとします。

農薬の成分 基準値

lエチル＝２－（４－クロロ－６－メトキシピリミジン－２－イルカルバ 0.2mg／

モイルスルファモイル）ベンゾアート（別名クロリムロンエチル）

l１－｛３－［（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルカルバモイ 0.10mg／

ル）スルファモイル］－２－ピリジル｝－２－フルオロプロピル＝メト

キシアセタート（別名フルセトスルフロン）

l２－（４－クロロフェニル）－Ｎ－［３－メトキシ－４－（プロパ－２ 0.1mg／

－イニルオキシ）フェネチル］－２－（プロパ－２－イニルオキシ）ア

セトアミド（別名マンジプロパミド）
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